
１．はじめに
　近年、新生児聴覚スクリーニング検査の普及により先
天性難聴の早期発見が可能となり、補聴器や人工内耳を
はじめとする聴覚補償機器の早期装用・早期療育が進ん
でいる。こうした早期からの聴覚補償や療育を受けた子
どもたちにおいては、地域の学校に就学・進学するケー
スも少なくない。そのため、通常教育の中で学ぶ聴覚障
害児童生徒の数は増加傾向にあるとされるが、学校側の
配慮不足等によって、一度は地域の学校に就学してもそ
の後、特別支援学校に進学する（高木，2019 １）など、
聴覚障害児童生徒への合理的配慮の提供が課題となって
いる。合理的配慮は、特定の障害に対して一様の配慮が
提供されるのではなく、個々の障害の状態や教育的ニー
ズに合わせて本人や家族、学校等と合意形成を図った上
で決定・提供されることが望ましいとされる。例えば聴
覚障害であれば、聞こえにくさやそれによってもたらさ
れる困難さ、必要な配慮等は個々人によって異なるが、
聴覚障害による困難さを全体的に把握することは容易で
はない（鈴木，2010 ２）。
　聴覚障害当事者の自身の聞こえにくさや困難さに対す
る認識不足については様々な報告があり、合理的配慮が
ない状況下でも聴覚障害当事者が困難なく過ごせたり、
家族や周囲の人々が先回りして支援をしたりすること

で、本人が社会的障壁を認識していないケースが報告さ
れている（松﨑，2018 ３）。加えて、重度難聴当事者が
日常生活における困難さを自覚するに至った当事者研究
では、自身の想像以上に聞こえていない音があることに
気づき、かつ、それに気づくためには当事者だけでは難
しく、聴覚障害に関する専門的知識を有しているなど特
定の他者の存在によって、聴覚障害の困難さを自覚する
に至ったとの報告がある（志磨村，2023 ４）。
　自身の障害の状況や困難さに対する認識が難しく、ま
た、聞こえの様相や困難さが外見上分かりにくい聴覚障
害児・者の社会生活においては、時に周囲から誤解を受
け、軋轢が生じてしまうことは想像に難くない。このよ
うに、自身にとって不利な状況や聞こえにくい状況を改
善し、聴覚障害当事者が社会で適切な支援を受けるため
に、自身の聞こえの状態や必要な配慮を自ら伝えていく

「セルフアドボカシー」の能力が求められている（佐藤，
杉内，城本，ほか，2019 ５；木村，藤吉，井出，ほか，
2020 ６；野田，2023 ７）。「セルフアドボカシー」は当初、
1960 年代のスウェーデンにおいて知的障害者の自己教
育運動を指す用語として使用され（津田，2017 ８）、近
年の我が国においては「自己権利擁護」を意味し、自分
自身で権利や利益、ニーズを主張していくこととされて
いる。このセルフアドボカシーのスキルを身につけるこ
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を設けた。片耳装用であるのか、両耳装用であるのかと
いった情報は、聴覚障害支援を考える上では、大切な情
報となる。また、一般的には補聴器が眼鏡のように万能
に感覚代行をする機器であるとの誤解も強いため、聞こ
え方のイメージを視覚化することで、感音難聴特有の音
の聞こえづらさについても共感してもらえるような工夫
を施した。
　次いで、障害当事者本人の日常生活におけるコミュニ
ケーションについての欄を取った。
　まず、「ことばを話すことについて」と題し、コミュ
ニケーションモード（音声なのか手話なのか、併用なの
か等）について解説し、聴覚障害のある者の聞こえとコ
ミュニケーション方法の多様性について理解できるよう
にした。
　続いて、「ことばを聴くことについて」と題し、本人
がどのような方略をもって相手の話の内容を理解してい
るかを説明した。相手からすると、自身の音声がどのぐ
らい聴覚障害者本人にとどき、彼らが理解できているか
ということが把握しづらいため、このような記述も必要
不可欠となる。
　さらに、実際に言葉の聞き取りが難しくなる具体的な
シチュエーション（マスク着用、飲食店等の騒がしい場
所での会話、複数人での会話、後方からの呼びかけ等）
を記載し、環境によっては聞き取りにくさが生じること
と、その場合の対応とともに、理解をしていただけるよ
うに記載した。
　最後に「お願いしたい配慮」欄を設け、職場や学校に
対して求めることをまとめた。例えば、就労していれば
電話を取る機会等もあるが、それが難しいことや、連絡
をもらう際もメールで頂きたいというようなことを書い
た。さらに、大人数での会議では聞き取りが難しいこと
や、そのような会議においてはパソコン文字通訳や手話
通訳、補聴援助システムを検討いただきたいことなど、
合理的配慮の申請と重なる記述を盛り込んだ。第一著者
の場合は、少人数の打ち合わせであれば、特に支援が不
要であったため、そのようなことも記載した。

２－２．「Outreach33.jp」における「聞こえの説明書
メーカー」の稼働
　先の項で述べたように、第一著者個人の聴覚障害の特
性を説明するツールとして完成した「聞こえの説明書」
ではあったが、他の障害当事者が同様のものを作成した
いと感じたとき、容易に取り組めないという課題があっ
た。第一著者はろう学校等においてワークショップを実
施し、アドバイスに努めてきたが、フォーマットのみを
提供するという点に課題が残っていた。
　そこで、2015 年に第二著者のアウトリーチを目的と
したウェブサイト「outreach33.jp」上において、質問
フォームに個人のプロフィールを入力するだけで、簡易
に三つ折りリーフレットの PDF を作成し、印刷すれば
手製のものとほぼ同様に扱えるサービスを開始した。本
ウェブサイトは第二著者の科学研究費補助金の研究アウ

とが我が国の聴覚障害児・者支援においても注目され始
めているがセルフアドボカシースキルの評価にとどまる
など、その報告もわずかである（木村，藤吉，井出，ほ
か，2020；野田，2023；畠山，志磨村，北，2024 ９）。
　最近では、難聴児を持つ親の会での活動や難聴児療育
機関において、保護者が難聴のある我が子の聞こえの状
態や必要な配慮を書面にまとめ、学校等に配布し配慮を
要請してきた例などが散見されるようになってきたが、
公の報告にはなっていない。また、医師や言語聴覚士な
ど、聴覚障害児・者を支援するネットワークから、自分
の難聴について説明する資料が公開されている（さっぽ
ろ子どもの聞こえ相談ネットワークを作る会，2020 10）。
　このような背景の中で、筆者らは、2014 年よりセル
フアドボカシースキルの定着を目的とした、自身の聞こ
えの状態や必要な配慮を「自身の聞こえの説明書」とし
て作成する支援・実践を行ってきた。
　本稿においては、まず「聞こえの説明書」について概
説し、さらに、「聞こえの説明書」と学校教育との関連
を確認したうえで、「聞こえの説明書」の作成と学校教
育に対する導入について論考する。

２．「聞こえの説明書」について
２－１．「聞こえの説明書」の作成経緯と仕様
　第一著者は自身が聴覚障害当事者であり、地域の学校
で教育を受けてきたインテグレーション経験者である。
常に聴者に囲まれてきた生活の中で、自身の聞こえの状
態を十分に把握できず、何が困難でどんな支援が必要な
のかを言語化することが長らく難しい状態にあった。
　言語聴覚士養成課程に進学後、日常生活における自身
の困難さを自覚することを目的として、当事者研究を行
なった。研究の過程で自身の困難さをようやく自覚し、
それに対する必要な支援を整理することで、「聞こえの
説明書」（図１）の作成に繋がった。作成した説明書は、
就労時に配布し、自身の聞こえに対する周囲の理解を促
す一助とした（志磨村，2016 11；志磨村，2023）。
　なお、説明書を作成した当初は「聞こえのトリセツ（取
扱説明書）」という表現をしていたが、「トリセツ」とい
う言葉が“モノ”のように感じる、といった声もあり「聞
こえの説明書」という表現に変更している。
　基本的な構成を以下に述べる。説明書は三つ折りにで
き、リーフレットのように縦長で扱え、名刺代わりのよ
うに渡せる構成とした。
　まず、自身の聴力についての項目を設け、記入すると
ころを起点とした。受け取り手は聴覚障害の知識がほと
んどないことを想定しているため、聴力は dB（デシベル）
という単位で表されること、これは音の強さを示す単位
であることなどを説明した。また、直感的に数値だけで
は聞こえの状態を把握しにくいことも考えられたため、
付表を設け「ささやき声」「普通の話し声」「耳元の大き
な声」「電車が走る高架下の音」「飛行機のエンジン音」
など、目安となる具体的な状況と数値を対応させた。
　次いで、自身が装用している補聴器についての説明欄
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図１　聞こえの説明書の一例
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機関との連携を図り、長期的な視点で児童又は生徒への
教育的支援を行うために、個別の教育支援計画を作成し、
活用すること」と示され、これまで特別支援学校では作
成が義務とされてきたが、平成 29（2017）年告示され
た小学校学習指導要領（文部科学省，2017 15）や中学校
学習指導要領（文部科学省，2017 16）では、特別支援学
級と通級による指導において個別の教育支援計画は作成
義務とされ、さらに通常の学級に在籍する障害のある児
童生徒に対しても作成し、活用することが求められてい
る。しかしながら、令和５（2023）年度の文部科学省の
調査（文部科学省，2024 17）によれば、通常の学級に在
籍し、通級による指導を受けてない児童生徒で、個別の
教育支援計画を作成する必要があると学校が判断してい
る児童生徒の作成率は 82.6％にとどまっている。
　個別の教育支援計画は、学校と関係機関が乳幼児から
学校卒業後までを通じて教育的支援を行うための連携を
推進するためのツールであるが、その連携において課題
も報告されている。藤井，高田屋（2017）18 は、関係機
関との連携のための活用について、「あまり活用しなかっ
た」と「全く活用しなかった」が６割もあること、幼稚
部から高等部への学部が進むにつれて活用されていない
こと、高等部における労働機関との連携が少なく、生徒
の就労に関する資料として活用されていない可能性があ
ることを指摘している。また、学校と関係機関との連携
だけでなく、新田，真鍋（2023）19 は学校間での引き継
ぎにおいても課題があると指摘している。大崎（2011）20

は、個別の教育支援計画の作成と活用にあたっては、本
人の願いに基づいた支援となるよう、本人の参画が重要
であるとしてきているものの、本人や保護者は学校が作
成した個別の教育支援計画を了解するのみとなっている

（城間，緒方，2020 21）。児童生徒本人が個別の教育支援
計画の作成に参画し、自分の思いや願いを基にした計画
が作成されることで、関係機関との連携が図られ、本人
のキャリア発達に寄与することが考えられるものの、現
状では十分に活用されていない状況がうかがわれる。
　一方で、障害のある人の障害状態、長所や特性、援助
の仕方等の情報を周囲の人に伝達する方法の一つとし
て、サポートブックがある（坂井，2001 22）。武蔵，武
部（2005）23 は、支援者が障害のある人に合わせて関わ
りをもち、周囲の環境を障害のある人に分かりやすく調
整することを可能とする手立てや仕組みとして、サポー
トブックの必要性を指摘している。これまでに丸岡

（2005）24、大江，岩田，中島（2010）25、比嘉，安部，
田丸，ほか（2011）26 などが、サポートブックの作成の
事例や様々な形態での利用を報告している。
　個別の教育支援計画やサポートブックの作成の主体
は、学校や教師、支援者であり、障害のある児童生徒本
人ではない。しかし、第一著者による「聞こえの説明書」
は自身の聞こえの状態、それに対する必要な支援や配慮
についてまとめたものであり、当事者本人が作成したも
のである。学校教育においても、当事者本人が作成した
ツールは紹介されており、勘田，鈴木，石川（2020）27 は、

トリーチのためのものであり、そのなかのコンテンツの
ひとつとして、第一著者監修のもとに実装を行った。
　本サービスは Python によって書かれており、先項に
述べた項目に、例えば人工内耳装用の有無を加えるなど、
時代に即したものへとアップデートした。本サービスは
2015 年～ 2023 年の間に PDF 発行（リーフレット作成）
が行われ、学校現場や職場で活用された。近年はスマー
トフォンの普及により、端末上で名刺のように提示した
り、リーフレットを SNS でデータとして共有したりで
きればとの要望が寄せられている。

２－３．聴覚障害児童生徒向けの「聞こえの説明書作成
サポートツール」の作成
　２－１．で述べた第一著者自身の「聞こえの説明書」
作成のプロセスが NPO 法人発行の支援ツール 12 に採用
されている。本ツールは、①マニュアル、②聞こえの情
報整理シート、③聞こえの説明書（テンプレート）の３
部構成となっており、聴覚障害のある児童生徒が、家族
や教員と共に自身の「聞こえの説明書」を作成するため
のガイドとなっている。「マニュアル」では、聴覚障害
やその支援に関する基礎知識、合理的配慮に関する専門
家の解説等を記載し、聴覚障害のある児童生徒を支援す
るためのベースとなる機能を持たせている。「聞こえの
情報整理シート」では、児童生徒が自身の聴力や使用し
ている補聴機器、学校生活を送る上での困難さなどを項
目立てて整理し、整理した情報をテンプレート化した「聞
こえの説明書」に流し込み、自身の説明書を作成するこ
とができる構成となっている。本サポートツールは
2023 年から冊子版・電子版で配布されている。申込者
の多くは教員で、学校現場での難聴児童生徒の指導に際
しての活用を目的としているが、難聴児の保護者や難聴
当事者からの申込も少なくなく、自己理解を目的とした
声も寄せられている。

３．「聞こえの説明書」と学校教育との関連及び「聞
こえの説明書」作成と学校教育に対する導入の検討
　これまで学校教育においては、障害のある幼児児童生
徒の一人一人のニーズを正確に把握し、そのニーズに応
じて、医療、保健、福祉、労働等の外部の関係機関との
連携を基に、教育の視点から適切に対応していくための
支援計画として、「個別の教育支援計画」を作成してきた。
平成 14（2002）年 12 月に策定された「障害者基本計画」
及び「重点施策実施５か年計画」では、平成 17（2005）
年度までに盲・聾・養護学校において、「個別の支援計画」
を作成することが示された。個別の教育支援計画は、障
害者基本計画における個別の支援計画と同じ性格のもの
であり、個別の支援計画を教育機関が中心となって作成
する場合に、これを個別の教育支援計画としてきた（全
国特殊学校長会，2004 13）。
　平成 29（2017）年に告示された特別支援学校小学部・
中学部学習指導要領（文部科学省，2017 14）では、「家
庭及び地域並びに医療、福祉、保健等の業務を行う関係
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心身の調和的発達の基盤を培う」としている（文部科学
省，2018 31）。「障害による学習上又は生活上の困難を主
体的に改善・克服する」とは、日常生活や学習場面等に
おいて、障害によって生ずるつまずきや困難を軽減しよ
うとしたり、障害があることを受容したりすることを指
している。自立活動の内容は、「健康の保持」、「心理的
な安定」、「人間関係の形成」、「環境の把握」、「身体の動
き」、「コミュニケーション」の六区分に分類・整理され
ており、その六区分の下にそれぞれ３～５項目が置かれ
ている。例えば、自己理解に関連する項目としては、「健
康の保持」区分の下位項目に「障害の特性の理解と生活
環境の調整に関すること」があるが、これは「自己の障
害にどのような特性があるのか理解し、それらが及ぼす
学習上又は生活上の困難についての理解を深め、その状
況に応じて、自己の行動や感情を調整したり、他者に対
して主体的に働きかけたりして、より学習や生活をしや
すい環境にしていくこと」と解説されている（文部科学
省，2018）。また、「人間関係の形成」区分の下位項目に

「自己の理解と行動の調整に関すること」があるが、こ
れは「障害のある幼児児童生徒は、障害による認知上の
困難や経験の不足等から自己の理解が十分でない場合」
があり、「自分の得意なことや不得意なこと、自分の行
動の特徴などを理解し、集団の中で状況に応じた行動が
できるようになること」と解説されている（文部科学省，
2018）。自立活動の指導内容は、各教科等のように自立
活動の区分や項目をすべて取り扱うのではなく、一人一
人の実態に応じて必要な項目を選定し、それらを相互に
関連付けて設定することとなり、自己理解に関する指導
をする場合は、上記の２つの項目が関連付けられる可能
性がある。
　「聞こえの説明書」を作成するためには、自身の障害
の状況や困難さの理解、自身にはどのような支援が必要
であるのか、さらには、自身の困難さに対する周囲の理
解を促す方策などを考える必要があり、それを学校教育
で実践する場合は、兵庫県立西宮香風高等学校（2017）
や星野（2017）の「トリセツ」作成の指導と同様に自立
活動で取り扱うことが適切であると考えられる。しかし
ながら、自立活動の指導は、特別支援学校、特別支援学
級、通級による指導で取り組まれているものの、通常の
学級においては自立活動の指導は行われていない。その
ため、通常の学級において、通級による指導の対象とは
ならないが、障害による困難の改善や克服を目的とした
指導が必要となる児童生徒に対しては、自立活動の目標
や内容を参考にしながら指導することが期待されてい
る。

４．おわりに
　本研究では、聴覚障害当事者の「聞こえの説明書」作
成の実践事例の紹介し、これを踏まえて、学校教育にお
ける「聞こえの説明書」作成の導入について検討を行っ
た。
　従来、障害のある児童生徒の教育支援においては、個

知的障害特別支援学校高等部において、個別の教育支援
計画を効果的に運用するため、本人が参画できる「生徒
版個別の教育支援計画」として、セルフサポートブック
の作成とその実践について報告している。セルフサポー
トブックは、生徒自身が「自分のことをより知るため」、

「自分のことをより（相手に）わかってもらうため」に
作成するものであり、「プロフィール」、「私の周りのサ
ポーター」、「得意なこと・苦手なこと」、「現場実習の履
歴」、「私の大事な進路決定プロセス」のカテゴリーから
構成されている。生徒本人が自分を知ろうとする段階か
ら始め、作成を通して自分を知るということができるよ
うになり、自分の情報を自ら発信できるようになり、自
己理解が深まったことによって、関係機関とも自らやり
とりする姿が見られるようになったことを報告してい
る。
　「聞こえの説明書」の作成経緯では、第一著者は「地
域の学校で教育を受けてきたインテグレーション経験者
である。常に聴者に囲まれてきた生活の中で、自身の聞
こえの状態を十分に把握できず、何が困難でどんな支援
が必要なのかを言語化することが長らく難しい状態に
あった」として、そのために、まず「日常生活における
自身の困難さを自覚する」ことから始め、その過程で「自
身の困難さをようやく自覚し」たと述べており、学校教
育において、本人が障害による学習上や生活上の困難さ
を理解する学習の必要性を示唆している。
　勘田，鈴木，石川（2022）28 は、高等部の進路指導では、

「自身の長所と短所を理解（自己理解）した上で本人が
納得して決定（自己決定）すること」が求められている
ことから、セルフサポートブック作成の基本理念として、
自己理解が重要であることを指摘している。また、この
自己理解に着目した教育実践として、兵庫県立西宮香風
高等学校（2017）29 は、高等学校に在籍する特別な教育
的支援の必要な生徒を対象に、「自分の『トリセツ＝取
扱説明書』を作成し、自分の強みや弱みを確認しながら、
自己理解を深め、『支援してほしいこと』を明確にする
ことにより、今後、自分自身で支援を依頼していくこと
を目的とした授業プログラム」を実施した結果、対象生
徒が支援してほしいことが明確になり、自分の強みを認
識できるようになったことを報告している。「トリセツ」
を教材とした実践について、星野（2017）30 は、養護学
校中学部生徒を対象に、指導目標として「自分を客観的
に見つめ、自己理解を深めることができる」、「自分のこ
とを文章やイラストを通して説明することができる」を
設定し、自分のトリセツの作成を通して、生徒自身が自
分のことを捉え直した実践を報告し、自己理解を深める
ことに有効であることが示唆されたとしている。
　兵庫県立西宮香風高等学校や星野の実践は、学校教育
の自立活動として指導したことを報告している。自立活
動は、特別支援教育における重要な指導領域であり、そ
の目標は「個々の児童又は生徒が自立を目指し、障害に
よる学習上又は生活上の困難を主体的に改善・克服する
ために必要な知識、技能、態度及び習慣を養い、もって
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別支援計画やサポートブックなどによって、本人の障害
の状況や必要な支援等を整理・把握していた。しかし、
これらの作成プロセスでは、児童生徒本人よりも、家族
や教員、支援者などが中心となっており、児童生徒本人
に対し、自身の障害状況や困難さ、必要な支援等を考え
るきっかけが十分に与えられているとは言い難い。
　一方で、学校教育の自立活動において、障害のある児
童生徒本人が説明書を作成した取り組みでは、活動を通
して本人の自己理解が深まり、本人が支援してほしいこ
とを明確にすることが可能となっていた。聴覚障害は、
その聞こえにくさや困難さが可視化されにくく、周囲か
ら誤解を受けることも少なくない。そのため、自ら必要
な支援等を周囲に要請していくセルフアドボカシーのス
キルが必要とされるが、障害のある児童生徒が自分自身
で「聞こえの説明書」を作成することで、そうしたスキ
ルを高める一助となることが示唆された。
　また、学校教育における「聞こえの説明書」作成の際
には、自立活動で取り扱うことが適切であると考えられ
るが、地域の学校で学ぶ聴覚障害児童生徒が増えてきて
いる状況下では、通常の学級に在籍する聴覚障害児童生
徒に対しても必要に応じて、自立活動に範を取った指導
がなされることが望ましい。なお、指導においては、聴
覚障害やその教育・支援に関する専門性とともに適切に
介入することで、児童生徒の自己理解やセルフアドボカ
シースキルの定着に繋がると考えられる。聴覚障害児童
生徒の在籍校・学級によらず、専門性のもとで児童生徒
が自己理解を深めるための指導と、その環境整備が求め
られている。
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